
　　

例年通り、控除証明書が順次発送されていることと思います。簡単に、年末調整に必要な書類等のご案内をさ
せて頂きます。

＜必要書類＞
①医療保険・生命保険・地震保険等の保険料控除証明書
②社会保険料等の控除証明書
③小規模企業共済の控除証明書
④住宅ローン控除申告書･年末残高等証明書
⑤前職がある場合、前職の源泉徴収票
⑥新しい社員のマイナンバー

＜年末調整までに確認していただきたいこと＞
①扶養人数の再確認
②配偶者控除を受ける場合には配偶者の所得の確認
③障がい者控除の該当者の確認

控除証明書等を紛失された場合は再発行等をお願いする場合がございますので、大切に保管をお願い致します。
年内の間に転職等された方は、前職の源泉徴収票が必要となります。源泉徴収票の発行にもお時間がかかるこ
とがございますので、早めのご準備をお願い致します。
保険料の控除証明書は、保険内容の確認の案内と同時に発送される場合がございますので、ご注意ください。

法人の経理ご担当者様は、従業員の方々にお早めのご連絡をお願い致します。
※弊社へご依頼いただく場合は、関係書類を回収後、11月22日までに弊社へ書類をご提出ください。

年末調整書類について

毎月開催中の経営計画書作成セミナー：「Vision」
今月の開催日は11月14日（木）です。
経営者の方が日ごろ考えていらっしゃることを、年に一度、当
事務所においで頂き、経営方針書や行動計画表を作成して
頂いています。
まだ参加されたことのない方、経営計画をつくってみません
か。

当社は赤い羽根共同募金

寄附付き地域支援プロジェクトに賛同しています
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開催日 対象者 申込期限

11月14日（木） 9・10・11・12月決算法人様 11月8日（金）

12月12日（木） 10・11・12・1月決算法人様 12月6日（金）

1月16日（木） 11・12・1・2月決算法人様 1月10日（金）

今年も残すところあと2ヶ月となりました。月日というのは本当に早いもので、あっという間に一年が終わってし
まったような感覚です。そしてこの時期になると給与支払事務所には毎年必要な”年末調整”の季節でもあります。
今回のテーマは「定額減税における年末調整のしかた」です。
今年一年限りのことではありますが、定額減税における年末調整の注意点などをお伝えさせて頂ければと思います。

今月のテーマは……定額減税がある場合の年末調整のしかた
R6年の税制改正により、R6年度分の所得税の特別控除として「定額減税」の実施が始まりました。
今年の年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額「年調減税額」を算出し、年調の所得税額の計算を行います。

・年末調整の際に定額減税の対象となる人
令和6年分の年末調整においては、年末調整の対象者は、原則として、例年の年調所得税額から年調減税額（いわゆ
る定額減税額）を控除して計算することとなります。
ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込ま
れる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。

・年調減税額の計算
年調減税額は「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。

年調減税額の計算にあたっては「扶養控除等（異動）申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う

時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族（同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります）

の人数を確認することになります。

・年末調整の計算に当たっての注意点
国税庁で作成している「令和6年分給与所得に対す
る源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、年調減税
額の控除等の計算に対応していません。
そのため、計算に対応した「令和6年分年末調整計
算表」又は「年末調整計算シート」を利用されるか、
「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」の余白
部分等を用いて、年調年税額を算出するようにして
下さい。
右の表を参考に源泉徴収票に記入をお願い致します。

お知らせ

・年調減税額の控除
年調減税額の控除は、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除後の所得税額（年調所得税額）から、その住宅借入
金等特別控除後の所得税額を限度に行います。

11月8日（金）、9日（土）は研修旅行の為、12月2日（月）は社内清掃の
為、お休みをいただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

記入しているR６年分
の扶養控除申告書等
を、もう一度確認し
て頂きましょう♪

・年調減税事務の手順
最後に年調減税事務の手順をおさらいしてみましょう

通常の年末調整の業務に加えて、定額減税の計算等も
ありますのでお早めのご準備を宜しくお願い致します

ご不明な点等ございましたら、お氣軽に事務所に
ご相談下さい。

参考：年末調整がよくわかるページ 国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

7 木 *経営計画書作成セミナー：Vision

11 月 *10月分源泉所得税・住民税特別徴収額の納付期限

*9月決算法人の確定申告・納付期限

*3月決算法人の中間申告・納付期限

*消費税等(4期)の納付期限　（消費税年税額400万円超の6・12月決算法人）

*消費税毎月納付（9月分）

30日が土曜日の為、申告・納付期限は令和6年12月2日(月)となります

29日 金


